
  総  ‐ １    

令和４年５月２５日 

教 育 委 員 会 資 料  

 

 

 

意見の聴取について（臨時代理） 

 

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条に基づく意見の聴取について、東京

都板橋区教育委員会の権限委任に関する規則第３条第１項の規定により、教育長が臨時に

代理処理し、区長原案に同意したことを報告する。 

  

 

記 

 

 

１ 臨時代理の件名 

  意見の聴取について 

 

２ 内容 

  別紙のとおり 

 

３ 決定日 

  令和４年５月２３日 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

「令和４年度東京都板橋区補正予算一般会計（第１号）」 

（刊行物番号 R04-18）をご確認ください。 
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議案第４６号 

    幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

上記の議案を提出する。 

   令和４年６月３日 

提出者 東京都板橋区長 坂 本  健 

 

    幼稚園教育職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 

幼稚園教育職員の給与に関する条例（平成１２年板橋区条例第３１号） 

の一部を次のように改正する。 

第１７条第３項中「６，４００円」を「１６，０００円」に改める。 

   付 則 

（施行期日等） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

２ この条例による改正後の幼稚園教育職員の給与に関する条例（以下

「改正後の条例」という。）第１７条第３項の規定は、令和４年４月

１日以後の勤務に係る教員特殊業務手当について適用し、同日前の勤

務に係る教員特殊業務手当については、なお従前の例による。 

（教員特殊業務手当の内払） 

３ 改正後の条例第１７条第３項の規定を適用する場合において、この

条例による改正前の幼稚園教育職員の給与に関する条例の規定に基づ

いて支給された教員特殊業務手当は、改正後の条例の規定による教員

特殊業務手当の内払とみなす。 

 

（提案理由） 

 教員特殊業務手当の額の上限を改める必要がある。 
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幼稚園教育職員の給与に関する条例 新旧対照表 

 

新 旧 

○幼稚園教育職員の給与に関する条例 ○幼稚園教育職員の給与に関する条例 

平成12年３月10日東京都板橋区条例第31号 平成12年３月10日東京都板橋区条例第31号 

第１条～第16条 略 第１条～第16条 略 

第17条 略 第17条 略 

２ 略 ２ 略 

３ 教員特殊業務手当の額は、従事した日１日につき16,000円を超えない範

囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。 

３ 教員特殊業務手当の額は、従事した日１日につき 6,400円を超えない範

囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。 

４ 略 ４ 略 

以下略 以下略 

 

 



幼稚園教育職員の給与に関する条例改正概要 

 

１ 改正理由 

  東京都、他自治体等との均衡を求める労使交渉の結果に基づき、教員特殊業 

務手当の支給上限額を引き上げる。 

 

２ 改正概要   

  教員特殊業務手当の支給上限額を６，４００円から１６，０００円に引き上

げる（第１７条関係）。 

 

３ 施行期日 

  公布の日から施行し、令和４年４月１日から適用する。 

 


